
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  固定資産税評価額が付されていない増改築の評価       

Ｑ：父は、生前に家の増改築を行いました

が、家の固定資産税評価額が改訂されていま

せん。このような家屋は、どのように評価す

るのでしょうか？ 

                                              

Ａ：次のように評価します。 

【解説】 

増改築等に係る家屋の状況が固定資産税評

価額に反映されていない場合の家屋の価額は、

増改築等に係る部分以外の部分に対応する固

定資産税評価額に、その増改築等に係る部分

の価額として、当該増改築等に係る家屋と状

況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額

を基として、その付近の家屋との構造、経過

年数、用途等の差を考慮して評定した価額(た

だし、状況の類似した付近の家屋がない場合

には、その増改築等に係る部分の再建築価額

から課税時期までの間における償却費相当額

を控除した価額の100分の70に相当する金額)

を加算した価額(課税時期から申告期限まで

の間に、その家屋の課税時期の状況に応じた

固定資産税評価額が付された場合には、その

固定資産税評価額)に基づいて評価します。 

なお、償却費相当額は、再建築価額からそ

の価額に0.1を乗じて計算した金額を控除し

た価額に、その家屋の耐用年数のうちに占め

る経過年数(その期間に1年未満の端数がある

ときは、その端数は、1年とします)の割合を

乗じて計算します。 
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